
清掃業務委託契約書（案） 

 

 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター（以下「発注者」という。） 

と        （以下「受注者」という。）は，清掃業務委託について，次の条項によ

り委託契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 受注者は，本業務を行うにあたっては，関連法令を遵守し，別紙「仕様書」によ

り宮城県立がんセンター建物等を良好な状態を保つことで，常に安全で快適な環境を確

保できるよう，誠実に受託業務を遂行するものとする。 

２ 前項の「仕様書」に明記されていない事項については，発注者の指示を受けるものと

する。 

 

（委託期間） 

第２条 委託期間（契約期間）は，令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとす

る。 

 

（委託料） 

第３条 委託料は，      円に，消費税及び地方消費税      円を加えた，

合計      円とする。 

２ 前項の消費税及び地方消費税の税率は，１０％で計算したものであり，契約期間中に

消費税法等の改正により消費税率及び地方消費税率の変更があった場合，それ以降の本

業務に係る消費税等相当額は，改正後の税率により計算する。 

 

（契約保証金） 

第４条 本契約に係る契約保証金は，      とする。 

 

（法令上の責任） 

第５条 受注者は，本契約を履行する上で生じる労働基準法その他受注者に課せられた法

令上のすべての責任を負う。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第６条 受注者は，本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は小計させ

てはならない。ただし，予め発注者の書面による承諾を得た場合は，この限りではない。 

 

（委託業務従事者） 

第７条 受注者は，別紙「仕様書」に定めた最低限必要な人員以上を確保しなければなら

ない。 

 

（受託責任者等の届出） 

第８条 受注者は，事故の責任において業務の指揮監督をするため，責任者を置かなけれ

ばならない。 

２ 発注者は，受注者の責任者について，この業務の履行又は管理上不適当と認めたとき

は，受注者に対しその理由を明示して，責任者の変更等必要な措置を求めることができ

る。 



 

（職場の秩序維持） 

第９条 受注者は，当該職場の秩序を守り，火災・盗難の防止に万全を期するとともに，

これに関しての発注者の指示に従わなければならない。 

 

（設備等の貸与及び保守） 

第１０条 発注者は，受注者に対し清掃員の休憩室等の施設を使用させる。 

２ 乙は，本契約終了により前項の貸与を受けた休憩室等を返還する場合，当該物件を発

注者立会いの元，発注者の点検を受けるものとする。 

３ 前項で受注者の責めに帰する理由により，補修や修繕の必要が生じた場合は，発注者

の責任において修繕等を行い，それに要した費用を受注者に請求できるものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第１１条 受注者は，第２２条の規定を除き，委託業務の処理について，その全部又は一

部を他に委託し，あるいは請け負わせてはならない。ただし，その一部を他に再委託す

ることについて，予め発注者の書面による承諾を得た場合は，この限りではない。 

 

（善管注意義務及び秘密の保持） 

第１２条 受注者は，本契約の履行にあたり，常に善良な管理者の注意をもって運営する

責めを負うものとし，受注者の業務員にこの趣旨を徹底させるものとする。 

２ 受注者及び受注者の業務員は，この業務の処理上知りえた事実について，関係法令の

趣旨を十分に認識し，これを他に漏らしてはならない。これはこの契約が終了し，又は

解除された後においても同様とする。 

 

（業務の進行等） 

第１３条 受注者は，「仕様書」に定められた業務を発注者の指定する日時までに完了しな

ければならない。 

２ 受注者は，発注者の提出した資料に脱漏又は不明瞭な箇所を発見したときは，軽易な

事項については受注者の専門的知識で補正し，重要な事項については発注者に申し出で，

その指示を受けるものとする。 

 

（業務内容の変更等） 

第１４条 発注者は本契約の締結後，必要に応じ委託業務の全部または一部を一時中止さ

せることができ，又は変更することができる。この場合において，委託料又は委託期間

を変更する必要があるときは，発注者受注者協議の上，これを決定する。 

 

（業務に要する消耗品等の費用負担） 

第１５条 「仕様書」に特に記載のない本業務の履行に要する消耗品等は受注者の負担と

し，受注者の業務員に必要な備品についても同様とする。ただし，発注者が必要と認め

て貸与及び支給したものについては，この限りではない。 

 

（委託業務の調査等） 

第１６条 受注者は，発注者が行う委託業務の実施状況の確認のため，発注者の職員を本

業務の履行に立ち会わせ，又は受注者に報告を求めることができる。この場合において，

発注者は本業務の履行状況が不適当であると認めた場合，その理由を明示して，受注者

に改善を求めることができる。 



 

（業務完了報告書） 

第１７条 受注者は，業務を実施した１ヶ月毎に実施した業務に関する業務完了報告書を

作成し，翌月１０日までに発注者に提出し，発注者の検査を受けなければならない。 

 

（委託料の支払い） 

第１８条 受注者は発注者に対して，業務実施の翌月１０日までに，別紙支払計画書のと

おり委託料を書面により請求する。 

２ 発注者は，前項の請求書を受理したとき，前条に定める検査により本業務が誠実に履

行されたことが確認できた後，請求書を受理した日から１ヶ月以内に，受注者に委託料

を支払う。なお，支払方法は銀行振替による。 

 

（契約の解除） 

第１９条 発注者は，受注者が次の各号の一に該当するときは，この契約を解除すること

ができる。 

（１）受注者が本契約に違反し，契約に定める業務を履行しないとき。 

（２）受注者が本契約の締結及び委託業務を施行する上で，不正行為その他過失があると

認められるとき。 

（３）受注者が実施する本業務履行状況が，別紙「仕様書」に定める水準を満たしておら

ず，発注者が改善を求めてもこれに従わないとき。 

２ 前項の場合，発注者は受注者に対して委託料を支払わず，また，これに関する一切の

責めを負わない。 

 

（損害賠償） 

第２０条 受注者は，故意または過失を問わず，受注者の責めに帰する理由により事故が

発生し，それが原因で発注者に損害を与えたときは，発注者に対してその損害を賠償す

る責めを負うものとする。ただし，事故等の原因が発注者受注者のいずれに起因するも

のか特定できない場合は，その取扱いについて発注者受注者協議して決めるものとする。 

２ 前項に掲げる場合のほか，受注者が本契約に定める義務を履行しない等，前条第１項

による契約の開示に伴い発注者に損害を与えたときは，その損害に相当する金額を損害

賠償として発注者に支払うものとする。 

３ 前項に規定による損害賠償の額は発注者受注者協議して決定するものとし，その支払

いには，第４条に基づき発注者が保管する契約保証金をもって充当するものとする。な

お，契約保証金と損害賠償額との間に過不足が生じる場合は，別途これを清算する。 

 

（公正入札違約金） 

第２１条 受注者は，本契約の入札等に関し，次の各号のいずれかに該当するときは，発

注者の請求に基づき，業務委託料の１００分の２０に相当する額の公正入札違約金を発

注者に支払わなければならない。これは業務が開始する前又は業務履行中又は完了した

後に判明した場合も同様とする。 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独禁法」という。）第４９条第１項に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」と

いう。）を受け，同条第６項に定める期間内に，当該排除措置命令についての審判を請求

しなかったとき。 

（２）排除措置命令を受け，独禁法第４９条第６項の規定により請求した審決（当該排除

措置命令の全部を取り消すものを除く。以下同じ。）について，独禁法第７７条第１項に



定める期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。 

（３）排除措置命令を受け，独禁法第４９条第６項の規定により請求した審判に係る審決

について独禁法第７７条第１項に規定により提起した取消しの訴えに係る判決（当該最

決の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。 

（４）前３号の規定に該当しない場合であって，独禁法第５０条第１項に規定する納付命

令（以下「納付命令」という。）を受け，同条第５項の規定により確定（独禁法第５２条

第５項の規定により確定したときを含む。）したとき，又は独禁法第７条の２第１項の規

定により課徴金を納付すべき事業者が，同条第７項の規定により納付命令を受けなかっ

たとき。 

（５）受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の３又は同法第１９８条による刑が確定したとき。 

 

（業務引継への協力） 

第２２条 受注者の受託業務について契約期間満了等に伴い，それ以降受注者が受託しな

いこととなった場合において，発注者が必要とする業務の引き継ぎ等の事項について，

受注者に協力を求めた場合は，受注者はこれに誠実に対応するものとし，また，これを

拒否してはならない。 

２ 発注者が受注者に協力を求めた引き継ぎ等の事項にかかる経費については受注者が負

担する。 

 

（個人情報の管理） 

第２３条 受注者は，本契約の事務処理をする際の個人情報の取り扱いについて，別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 

 

 この契約を証するため，本書２通を作成し，発注者受注者記名押印のうえ，各自１通を

所持する。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

     発注者 名取市愛島塩手字野田山４７番１号 

      地方独立行政法人宮城県立病院機構 

      宮城県立がんセンター総長 山田 秀和 

 

 

 

 

     受注者  

       

        

  



支払計画書 

 

 

１ 業務名 清掃業務委託 

 

２ 契約額 金           円 

 

３ 支払計画 

業務月 支払日 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

４月分 ５月末 円 円 円 

５月分 ６月末 円 円 円 

６月分 ７月末 円 円 円 

７月分 ８月末 円 円 円 

８月分 ９月末 円 円 円 

９月分 １０月末 円 円 円 

１０月分 １１月末 円 円 円 

１１月分 １２月末 円 円 円 

１２月分 １月末 円 円 円 

１月分 ２月末 円 円 円 

２月分 ３月末 円 円 円 

３月分 ４月末 円 円 円 

合計 円 円 円 

※本表の金額は１０％の消費税及び地方消費税を含む金額であり，契約期間中に税率の変

更があった場合，それ以降の業務に係る委託料は改正後の税率により計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記「個人情報取扱特記事項」 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約に係る業務（以下単に「業

務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報

の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業

務が終了し，又はこの契約を解除された後においても，同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受注者は，業務を行うために個人情報を収集するときは，業務を達成するために必

要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は，発注者の指示がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を契約

の目的以外のために利用し，又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはな

らない。 

（漏えい，き損及び滅失の防止等） 

第５ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の漏えい，き損及び滅失の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（従事者への周知等） 

第６ 受注者は，業務に従事している者に対して，在職中及び在職後においても当該契約

による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用

してはならないことの周知徹底を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（資料の返還等） 

第７ 受注者は，業務を処理するために，発注者から引き渡された，又は受注者自らが収

集し，若しくは作成した個人情報が記録された資料は，使用する必要がなくなった場合

は，直ちに発注者に返還し，又は引き渡すものとする。ただし，発注者が別に指示した

ときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は，業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資

料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 

第９ 受注者は，業務を処理するため，又は業務完了後において個人情報が記録された資

料等を運搬する必要があるときは，個人情報の漏えい，紛失又は滅失等を防止するため，

受注者の責任において，確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第 10 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし，発注者が書

面により承諾した場合を除き，第三者にその取扱いを委託してはならない。 

（実地調査） 

第 11 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用，管理状況等について，

随時実地に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 12 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため，

受注者に対して必要な指示を行い，又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求める

ことができる。 

 



（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 13 受注者は，個人情報の適切な管理を確保するため，業務に関して取り扱う個人情報

の取扱要領等を作成し，発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第 14 受注者は，この契約に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれのあることを知った

ときは，速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。 

注１ 「発注者」は実施機関を，「受注者」は委託先をいう。 


